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広報せきかわ　2008・４月号１５

自
然
環
境
を
守
る
た
め
下
水
道
へ
接
続
を

管
渠
工
事
は
20
年
度
で
完
了

湯
沢
、
高
瀬
集
落
の
下
水
道
工
事
が
完
了
し
、
四
月
四
日
か
ら

新
た
に
供
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

自
然
環
境
保
全
の
た
め
、
各
家
庭
の
下
水
道
へ
の
す
み
や
か
な

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
村
内
の
約
九
割
の

家
庭
で
、
下
水
道
が
使
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
接
続

し
て
下
水
道
を
使
用
し
て
い
る
家

庭
は
約
六
割
程
度
。
接
続
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
地
区
の
皆
さ
ん
は
、

一
日
も
早
い
水
洗
化
工
事
を
お
願

い
し
ま
す
。

下
水
道
設
備
に
は
多
額
の
費
用

が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
多
額
の

投
資
を
し
て
も
各
家
庭
の
下
水
道

の
接
続
が
進
ま
な
い
と
自
然
環
境

の
保
全
に
役
立
ち
ま
せ
ん
。
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
―
下
水
道
法
で
は
、
下
水
道
工

事
が
終
わ
り
、
接
続
可
能
と
な
っ

た
場
合
は
遅
滞
な
く
、
ま
た
、
く

み
と
り
便
所
の
場
合
は
三
年
以
内

に
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が
そ

れ
ぞ
れ
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
沢
集
落
で
、
下
水

道
工
事
を
行
う
予
定
で
す
。
工
事

車
両
が
増
え
、
通
行
に
不
便
を
お

か
け
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

平
成
九
年
度
か
ら
下
水
道
整
備

計
画
に
基
づ
い
て
事
業
を
す
す
め

て
き
た
下
水
道
事
業
も
い
よ
い
よ

大
詰
め
。
平
成
二
十
年
度
で
管
渠

工
事
が
完
了
と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
に
は
村
内
す

べ
て
で
供
用
が
開
始
さ
れ
る
予
定

で
す
。

年々高くなる下水道受益者分担金

下水道加入率集落別ランキング H20.2月末現在

村
が
指
定
し
て
い
る
「
排
水
設

備
等
指
定
工
事
店
」
に
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。
村
内
業
者
を
含
め
て

八
十
六
店
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
戸
水
を
使
用
す
る
場
合
…

下
水
道
を
利
用
し
て
い
る
方
で
、

宅
内
用
の
井
戸
を
新
設
、
ま
た
は

廃
止
し
た
場
合
、
下
水
道
の
使
用

料
金
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
建
設

課
水
道
班
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

下水道区域外は合併処理浄化槽を◆
下
水
道
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
役
場
建
設
課
水
道
班
へ

�
六
四
―
一
四
七
九

下
水
道
利
用
の
方
へ

下
水
道
へ
の

接
続
手
続
き

沢
集
落
で

管
渠
工
事
完
了

前年
順位加入率集　落

山　本 94.1% 11 桂 49.3% 1722

内須川 86.7% 22 上野新 49.2% 2523

下川口 83.6% 33 宮　前 44.4% 2224

下土沢 83.3% 84 蔵田島 39.5% 2325

打　上 82.4% 75 久　保 39.2% 2626

片　貝 82.3% 56 小　見 34.9% ―27

鍬江沢 78.6% 47 松ヶ丘 34.3% ―28

下　関 75.7% 68 松　平 32.0% ―29

南　中 74.8% 139 安　角 30.5% 2730

南赤谷 69.4% 1110 小和田 29.6% 3031

金　丸 69.0% 911 小見前新田 28.6% ―32

大　島 66.3% 1512 沼 27.6% 2933

上　関 66.0% 1413 蛇　喰 27.2% 2834

平内新 65.8% 1214 若　山 27.0% 3335

上土沢 65.7% 1015 朴　坂 23.9% 3436

上川口 62.8% 1816 高　田 22.8% 3537

深　沢 55.4% 2017 荒川台 21.7% 3138

辰田新 54.3% 1618 上野山 14.7% ―39

勝　蔵 53.5% 2119 滝　原 10.9% ―40

中　束 52.8% 1920 村 内 全 体
（前年同期）

58.4%
(54.2%)

―
上　野 50.0% 2421

順位 前年
順位加入率集　落順位

※使用開始人口 ÷ 供用開始人口で算出

＊村では、合併処理浄化槽

の設置費用を助成していま

す。補助金の額は浄化槽の

人槽区分によって異なりま

す。詳しくは役場建設課へ

ご相談ください。

＊浄化槽の設置受付は、７

月末日までです。

大石、金俣、大内渕、

八ツ口、前瀬、聞出、

幾地、玉郷立、上新保、

蕨野、小和田（本村）、

田麦千刈、鉈打、上野

原、その他下水道区域

外地区

（整備率）72.2%

対 象 地 区 補助金など

供用開始告示から排水設備
を公共ますに固着する年数
（供用開始年度）

分　担　金

140 , 0 0 0円

150 , 0 0 0円

160 , 0 0 0円

170 , 0 0 0円

180 , 0 0 0円

190 , 0 0 0円

200 , 0 0 0円

平成20年４月４日以降

受益者分担金該当地区

山本、鍬江沢、蔵田島、久保、鮖谷、

安角、上川口、宮前（女川右岸）、南中、

蛇喰、小和田（波走）、若山、深沢

中束、下関の一部（第４期宅地分譲地）

松ヶ丘、小見、上野山、小見前新田、

滝原、松平、湯沢の一部、高田、桂、

平内新、大島の一部

湯沢、高瀬

下川口、荒川台の一部、内須川、上土

沢の一部、朴坂、上野新、上野、宮前

（女川左岸）、片貝の一部、沼の一部

上関（六本杉）、勝蔵、南赤谷、上土沢

の一部、下土沢

下関、上関（本村・雲母）、辰田新、打

上、上土沢（橋場）、大島、金丸、片貝

の一部、沼の一部

１年未満の場合

（平成20年４月４日新規供用開始）

１年を超え３年未満の場合

（平成18、19年度）

３年を超え４年未満の場合

（平成17年度）

４年を超え５年未満の場合

（平成16年度）

５年を超え６年未満の場合

（平成15年度）

６年を超え７年未満の場合

（平成14年度）

７年以上の場合

（平成13年度まで）

（備考）
便所の水洗化が未了であって、他の雑排水を公共ますに固着した場合であ
っても、本表を適用します。




